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当協会は12月、1月、2月に引き続き、大阪府内の

各市町村に対し、「重点支援地方交付金」の交付に

ついて要望を行った。

要望書は、大阪府下の各市町村へ送付するととも

に、下記自治体へ訪問し首長等に要望を行った。

令和8年3月度要望活動の状況については以下の

とおり

　3月3日　交野市

　3月31日　貝塚市

※�大阪府及び大阪府下市町村への要望については

トラック広報2・3月号にも掲載しております。 3 月 3 日
交野市

3 月 31 日
貝塚市

また３月13日、現下の中東情勢の緊迫化を背景と

した原油価格の高騰に伴い、軽油価格が上昇してい

ることから物流を守るため、大阪府知事並びに大阪

府下43市町村長に対し、「燃料価格高騰に対する重

点支援地方交付金を活用した物流事業者への現金給

付支援」について要望書を送付した。

（要望内容は下記のとおり）
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特 集

各市町村へ
「重点支援地方交付金」の交付について要望

中東情勢の緊迫化に伴う燃料価格高騰に対する
重点支援地方交付金を活用した物流事業者への現金給付支援について（要望）
　平素より、トラック運送事業の健全な発展及び地域物流の維持に格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。
　さて、「重点支援地方交付金」の活用によるトラック運送事業者の支援については、既にお願いしているところでご
ざいますが、現在、中東情勢の緊迫化を背景とした原油価格の高騰に伴い、軽油価格が上昇している状況にあります。
　トラック運送事業は、食料品、医薬品、生活必需品、建設資材など、府民生活や地域経済を支えるあらゆる物資の
輸送を担う社会インフラであります。
　しかしながら、トラック運送事業者の多くは中小企業であり、燃料費の急激な上昇は事業者の経営を直撃し、存続
の危機に直面しています。
　物流が停滞すれば、府民生活や地域経済活動にも直接的な影響が生じることとなります。
　地域物流の維持は府民生活を守るために不可欠であり、トラック運送事業者への支援は物価対策及び地域経済対策
としても極めて重要であります。
　つきましては、国の物価高騰対策として措置されている「重点支援地方交付金」を活用し、地域物流を担うトラッ
ク運送事業者へ現金給付の支援措置を講じていただきますよう、下記のとおり強く要望いたします。

記

１　重点支援地方交付金を活用した燃料価格高騰対策の実施
燃料価格の高騰により経営に大きな影響を受けているトラック運送事業者に対し、重点支援地方交付金を活用し
た現金給付の支援を図ること。

２　地域物流維持の観点からの重点支援
生活物資の輸送を担う地域物流を守るため、中小運送事業者を中心とした現金給付の支援措置を講じること。
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燃料価格高騰等経営危機突破
総決起大会を開催

陸上交通３団体が連携し、業界の危機打開へ

（公社）全日本トラック協会、（一社）全国ハイヤー・

タクシー連合会、（公社） 日本バス協会は、中東情勢

の緊迫化に伴う原油価格の高騰や燃料供給のひっ迫

などを受け、3月27日、自由民主党本部8階ホールにて、

陸運業界の経営危機の打開に向けて「燃料価格高騰等

経営危機突破総決起大会」を開催した。

大会には、（公社）全日本トラック協会 坂本克已 最

高顧問、（公社）全日本トラック協会 寺岡洋一 会長、

（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会 川鍋一朗 会長、

（公社）日本バス協会 瀧修 一 副会長らが登壇した。

自由民主党からは、トラック輸送振興議員連盟

加藤勝信 会長、タクシー・ハイヤー議員連盟

松島みどり 会長、バス議員連盟 逢沢一郎 会長のほ

か、小林鷹之 政務調査会長が登壇した。

 また、国土交通省や経済産業省に加えて労働組合

関係者も多数出席し、陸上交通を支える事業者が一

堂に会し、燃料価格高騰という共通課題に対して連

携して取り組む姿勢を示した。

決起大会では、「トラック、ハイヤー・タクシー、

バス事業者は、国民の暮らしや我が国の産業を支え

るエッセンシャルな公共輸送サービスの担い手とし

て重要な使命を果たす必要があるが、中東情勢の緊

迫化に伴う原油価格の高騰や燃料供給のひっ迫によ

り、多くの事業者が事業存廃の岐路に直面しており、

経営危機をすみやかに打開する必要がある」として

4項目の決議が承認された。

　決議内容は右記のとおり
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冒頭挨拶をする
（公社）全日本トラック協会 坂本克已 最高顧問

主催者挨拶をする
（公社）全日本トラック協会 寺岡洋一 会長

燃料価格高騰等経営危機突破総決起大会の様子は
こちらからご覧いただけます（youtube）

https://www.youtube.com/live/fCj-jsE7hhY



「持続可能な物流の実現に向けて」
一般消費者へ啓発活動を実施

新就学児童に交通安全教育用下敷きを配布

一般消費者に「物流の2024年問題」等の物流業

界が抱える諸問題について理解を求めることを目的

に、3月10日、大阪市内の主要ターミナルである大

阪駅前交差点・難波交差点・天王寺駅前交差点の各

付近にて、近畿地域5機関連携協定による啓発リー

フレット等の配布が行われ、当協会も参加した。

本取組は、「トラックドライバーの不足や労働時

間の遵守」、「宅配便の再配達削減」等、物流業界が

直面している諸課題を解決するためには、物流事業

者や荷主企業、一般消費者が協力して取り組むこと

が必要不可欠であることから、令和6年4月に地方支

分部局5機関(大阪労働局、近畿農政局、近畿経済産

業局、近畿運輸局、公正取引委員会事務総局近畿中

国四国事務所)により締結された連携協定に基づい

て実施された。
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当協会は、交通安全教育の推進に資するため、今

年度も安全教育用の下敷きを作成し、大阪府内の教

育委員会を通じ、新就学児童(新小学1年生)約70,000

名に配布した。

警察庁によると、令和3年から令和7年に起きた交

通事故を分析したところ、歩行中の小学生の死者・

重傷者はこの5年間で1,842人に上り、小学1年生の

歩行中の死者・重傷者数は6年生の約2.5倍という結

果が出ている。その要因として、子どもだけで歩く

ことに慣れておらず視野が狭い1年生は、危険予測

ができず事故に遭うケースが多いことが背景にある

と見られる。

このような状況の中、当協会が作成した交通安全

教育用下敷きは、歩行時や自転車乗車時の交通ルー

ルや、道路標識の見方、トラックの死角について等、

児童に分かりやすく解説したデザインとなっている。

参考記事：�小学校 1 年生の歩行中の死者・重傷者は 6年生の

約2.5 倍。新 1年生を交通事故から守るには？

（政府広報オンライン）
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第332回　常任理事会

<議案>
 （1） 会員の入会の承認および退会について
 （2） 第245回理事会への上程議案について
 （3） その他
◇会員の入・退会について
新規会員として14社の入会と、16社（店）の退会

が承認された。

第245回　理 事 会

冒頭、岩井勝彦 専務理事から定足数について、
委任状出席を含め理事総数91名のうち61名の出席
があり、本会議が有効に成立する旨の報告に続き、
重 博文 会長代行が開会の挨拶を述べた。その後、
次の議題について審議し、いずれも原案どおり承
認された。

<議案> 
[報告事項]
 （1）会員の入・退会について

会員の入・退会について報告があった後、
岩井勝彦 専務理事より、運輸事業振興助成交
付金制度の最近の動向について説明。軽油引

取税の暫定税率廃止に伴い、運輸事業振興助
成交付金制度に係る法改正が国会において検
討されているが、衆議院解散により法案は一
度廃止となり再調整が行われている中で、全
日本トラック協会 坂本克已 最高顧問が法案成
立のため懸命に働きかけをしてくださってい
ることにふれるとともに、令和8年度の交付金
を財源とする事業については、国の地方財政
計画および大阪府議会の予算成立をもって確
定するものであり、本日の事業計画および予
算については暫定的な計上となっていること
について報告を行った。

また、鴻池忠彦 副会長より現在の運送
業界の状況について発言。軽油引取税の暫
定税率廃止を受けて運輸事業振興助成交付
金制度の存続が不透明となっている中で、
坂本克已 最高顧問はこの問題について中央政
界や行政に対しまさに粉骨砕身の思いで働き
かけておられ、この問題を最高顧問だけに任
せるのではなく、我々業界関係者一人ひとり
が同じ気持ちで制度の重要性を認識し、主体
的に取り組んでいくことが必要であると述べ
られた。
また、今後導入が予定されている適正原価

制度のためのアンケートへの回答に関して
も、より一層積極的な協力を呼びかけた。

挨
拶
を
す
る 

当
協
会 

重 

博
文
会
長
代
行

第332回 常任理事会
第245回 理　事　会 を開催

令和8年度の事業計画・予算(案)等を審議する「第332回常任理事会」、「第245回理事会」
ならびに関係会議が3月10日、大阪市港区のアートホテル大阪ベイタワーにて開催され、
次の議案を審議し、いずれも原案通り承認された。
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[提案事項]
（1） �近代化基金特定資産の一部取り崩し（案）に

ついて
（2） 令和8年度事業計画（案）について
（3） �令和8年度会費の額および納入方法等（案）に

ついて
（4） 令和8年度各会計収支予算（案）について
（5） �任期満了に伴う役員・委員の改選手続き（案）

について
（6） その他

◇近代化基金特定資産の一部取り崩し（案）
▼取崩合計額＝112,000,000円
＜取崩額（案）内訳＞
令和7年度交付金事業負担＝82,000,000円
令和8年度利子補給充当額＝30,000,000円

▼取崩理由　
①�交付金事業費（実施事業等（輸送の振興・
安全・環境保全事業））の本年度自社負担額
に充当するため。

②�一般融資・ポスト新長期融資等の近代化基
金融資に係る令和8年度利子補給事業等に充
当するため。

▼取崩期日
①令和7年度期中
②令和8年度期中

※�但し、交付金事業費においては、期中におけ
る見込額であるため、実際の決算額で取り崩
しを行う際には、差異が発生する場合がある
ことをご了承ください。

◇令和8年度事業計画（案）
＜事業計画＞
１. 適正化事業実行運営委員会
 （1）事業所の適正化

適正化事業指導員による事業所の効果的な
指導を実施するため、原則2年に1度の巡回指
導を目標とし、貨物自動車運送事業に係る関
係法令の遵守等により事業の健全化を図り、
改善に努める。特に、総合評価がD・Eの事業
所に対しては重点的に巡回指導等を行い、法
令遵守の徹底を図る。

 （2）適正化事業調査員による活動の積極的な推進
貨物自動車運送事業者の適正な取引を阻害

する疑いのある荷主・元請け事業者等の違反
原因行為に係る情報収集及びトラック・物流
Gメンへの情報提供を行うとともに、トラッ
ク・物流Gメンと連携して荷主・元請事業者

への周知ならびに協力要請を行う。
（3）許・認可業務

事業者の事業計画等の申請手続きについて
の相談業務を行う。

（4）輸送サービスの向上
本・支部に設置された輸送サービスセンタ

ーにおいて貨物自動車運送事業に係る苦情や
相談等に対処し、適正で円滑な輸送サービス
の向上に努める。

（5）全国実施機関・近畿各実施機関等との連携
貨物自動車運送事業の輸送の安全性の向上

及び輸送秩序の確立、全国実施機関が実施す
る研修等への参加により適正化事業指導員・
適正化事業調査員の資質の向上・育成に努め、
併せて近畿各実施機関等と連携を図り、指導
業務の充実に努める。また、指導管理業務の
情報処理システムの適切な活用を図り、貨物
自動車運送事業安全性評価事業（ Gマーク）、
運輸安全マネジメント制度の普及・促進に努
める。

（6）実施機関の中立性確保
学識経験者をはじめ荷主、マスコミ関係者

等で構成された評議委員会を開催し、適正化
事業の適切な指導体制の強化を図り、組織の
運営において中立性及び透明性の確保に努め
る。

（7）運輸行政との連携
適正化事業を適切かつ効果的に推進するた

め、近畿運輸局及び大阪運輸支局との連携を
密にするとともに、諸課題への適切な対応を
図る。

2. 常任委員会ならびに特別委員会
総務委員会
 （1）�事業計画・予算ならびに事業報告･決算に関

する審議
 （2）�交付金事業の資金計画等の策定対処ならび

に申請手続き等の行政対処
 （3）協会組織・運営方策の改善対処
 （4）協会事業の総合的な企画及び調整
 （5）自動車関係諸税制の負担軽減等対処
 （6）施設の運営管理対処
 （7）人権問題に対する啓発対処
 （8）コンピュータ等の活用対処
 （9）中央事業への出捐対処
 （10）SDGsの推進
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労働安全委員会
 （1）�健康相談事業ならびに健康状態に起因する

事故防止対策事業の推進
 　①定期健康診断の受診促進
 　②� SAS（睡眠時無呼吸症候群）・脳疾患・心疾

患対策の推進
 　③�健康状態に起因する事故防止及びメンタル

ヘルス対策の推進
 （2）労働対策事業の実施
 　①�陸災防等との連携による労働災害防止対策

の推進
 　②�長時間労働の抑制ならびに、働き方改革の

実現に向けた対策の推進
 　③�労働安全に関する関係機関からの情報の周

知ならびに啓発

交通･環境対策委員会
 （1）�飲酒運転をはじめとする交通事故防止対策

の徹底
 （2）�交通安全運動等における事故防止啓発活動

の実施
 （3）交通安全対策支援機器の導入助成
 （4）トラックドライバー・コンテストの実施
 （5）過積載防止対策の推進
 （6）環境・省エネ対策の推進
 （7）環境対応車の普及促進
 （8）各種環境保全啓発活動の推進
 （9）�台風、大雨、地震等、大規模災害発生時に

おける緊急輸送体制の確立

経営改善委員会
 （1）� トラック適正化二法、改正物流法、中小受

託取引適正化法等への対応ならびに中小企
業経営基盤強化対策の推進

 　①経営基盤強化対策
　 ▽�トラック適正化二法、改正物流法、中小受

託取引適正化法等の普及促進
　 ▽�コストの見える化と適正な運賃・料金収受

のための「原価計算セミナー」の開催及び
経営分析報告書の活用ならびに経営診断事
業の実施

 　②後継者等人材育成事業の推進
　 ▽事業後継者育成事業の推進
　 ▽中小企業大学校の受講促進
 （2）都市内物流の効率化対策
 　①物流の効率化とWebKITの普及促進
 （3）情報化の推進
 　①�会員事業者への情報提供としての研修会の

開催
 （4）引越関係講習会の開催
 　①講習会の開催
 （5）近代化基金の融資対処
 　①一般融資
 　②ポスト新長期等導入融資

広報委員会
 （1）�協会機関誌「トラック広報」の発行及びホ

ームページ等による各種情報の提供
 （2）�広報誌のWeb媒体への移行検討及びホーム

ページの見直し
 （3）�トラック運送業界の社会的地位の向上を図

るための効果的な対外広報の実施
 （4）�人材不足の解消を目的とした業界のPR及び

人材確保対策の推進
 （5）SNSを活用した積極的な対外広報の実施

特別委員会
  会長の諮問に応じ、諮問機関として設置する

３. 全ト協等との連携による事業の推進
 （1）運輸事業振興助成交付金制度の現状維持
 （2）�トラック適正化二法及び改正物流法への対

応 
 （3）�標準的運賃の活用等による運賃・料金収受

の推進及び軽油引取税の暫定税率の廃止に
伴う今後の対応

 （4）�交通事故防止・飲酒運転根絶及び労災事故
防止対策の推進

 （5）�トラック・物流Gメン・Gメン調査員の連携
による荷主対策の深度化の推進

 （6）�軽油価格カルテルへの対応及び燃料高騰対
策等の推進

 （7）�多様な施策による良質なドライバーの人材
確保、賃上げ及びマナー教育の推進

 （8）�高速道路料金の値上げ阻止・割引の拡充及
び重要物流道路等広域道路ネットワークの
整備など使いやすい道路の実現

 （9）�適正化事業の推進（D・E事業所の重点化）に
よる法令遵守の徹底

 （10）�新技術を活用した物流DX及び効率化の推進
 （11）�大規模自然災害発生時における緊急輸送体

制の確立 
 （12）環境・GX対策及びSDGsの推進
 （13）自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現
 （14）�広報媒体を活用した対外的なPR対策の積極

的な推進
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 （15）車両技術向上対策の推進
 （16）社会的評価向上対策の推進 
 （17）大阪トラックステーションの管理運営対処 

部会
  �現在設置している11部会（▽重量部会 ▽鉄鋼
部会 ▽百貨店部会 ▽路線部会 ▽タンクトラッ
ク部会 ▽海上コンテナ部会 ▽セメント部会 
  �▽建設部会 ▽取扱部会 ▽引越部会 ▽青年部会）
においては、部会ごとの対応を図るとともに、
次に掲げる共通事業を積極的に推進する。
 （1）輸送秩序確立対策
 （2）事故防止、環境対策
 （3）荷主懇談会の開催
 （4）部会活動の活性化と法令遵守
 （5）その他各部会における諸課題への対応

事務局
 （1）�職員の知識の向上を図るとともに、職務意

欲の向上に努める。
 （2）�事務の合理化、効率化及び諸経費の節減を

図るとともに、費用対効果に努める。
 （3）�事務所内のごみ減量化のため、3Ｒ（Reduce

＝発生抑制･Reuse＝再使用･Recycle＝再生
利用）の推進に努める。

会議
 （1）定時総会
 （2）常任理事会及び理事会
 （3）委員会
 （4）その他会議

＜支部事業計画＞
※�令和8年度より本部及び支部が一体的な運営体
制へ移行することに伴い、下記項目を柱とし
て各支部が事業を実施する。

　1. 交通・労災事故防止対策の推進
　2. 緊急輸送体制の整備と訓練
　3. 経営基盤強化と人材育成
　4. 適正化事業とコンプライアンス推進
　5. 地域貢献と広報活動
　6. 支部機能の運営
　7. 体制の整備

＜令和8年度運輸事業振興助成交付金事業計画（案）＞
政令第1号．貨物の輸送の安全の確保に関する事業
（1）自動車事故対策機構等の活用
　▽�交通事故の未然防止ならびに運行管理者の

資質向上を図るため、自動車事故対策機構
等が実施する運転者適性診断（一般診断）
ならびに運行管理者基礎講習の受講料の一
部を負担する。

（2）ドライバーコンテストの開催等
　▽�プロ・ドライバーとしての誇りと社会的責

務を自覚させ、知識・技能の向上を図るた
め、大阪府・大阪府警察本部・大阪運輸支
局等の後援により大阪府大会を開催すると
ともに、全国大会に選手を派遣する。

（3）交通安全運動等の実施
　▽�国が策定した「事業用自動車総合安全プラ

ン2030」（仮称）を踏まえ、トラック運送
業界の目標達成に向け各種セミナー等を通
じ、事故分析結果に基づく以下の事故防止
対策を促進する。

　▽�大阪府・大阪府警察本部等の関係行政機関
と連携し春・秋の全国交通安全運動をはじ
め各種キャンペーン等に参加協力する。

　▽�ドライブレコーダーをはじめ交通事故の防
止に効果のある安全対策機器の購入に対し、
その費用の一部を助成し普及促進に努める
とともに、ドライバー等が受講する各種安
全教育・訓練等に対しても参加費用の一部
を助成することにより資質の向上を図る。

　▽�運転記録証明書の発行手数料の助成を行
い、ドライバーの意識改革や管理業務の徹
底を図る。

　▽�貨物自動車運送事業者における法令遵守の
必要性ならびに交通安全知識の向上を図る
ため、運転者等に対する飲酒運転をはじめ
とする事故防止セミナーを開催するととも
に、実践的対策として大阪府警察等との共
催で子供・高齢者に対する交通安全教室等
を実施する。

　▽�勤務時間内の交通事故、いわゆる交通災害
の発生を未然に防ぐため、陸上貨物運送事
業労働災害防止協会と協調し推進する。

（4）健康相談事業
　▽�睡眠時無呼吸症候群による交通事故を防止

するため、スクリーニング検査費用の一部
を助成することにより受診を促進し、疾病
の早期発見に努める。

　　�また、勤務時間が不定期なことが多く、定
期健康診断の受診が困難なドライバーが多
いことから、受診しやすい日時・場所にて
受診ができるよう、健康診断ならびに深夜
業務従事者に対する健康診断を実施する。
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　▽�国土交通省が平成30年2月に策定した「自動
車運送事業者における脳血管疾患ガイドラ
イン」に基づき、本年度も引き続き脳健診
助成事業を実施する。

　▽�国土交通省が令和元年7月に策定した「自動
車運送事業者における心臓疾患・大血管疾
患対策ガイドライン」に基づき、心疾患検
査助成事業を実施する。

（5）過積載防止活動の実施
　▽�過積載防止街頭PR活動ならびに過積載防止

対策懇談会の活動を通じ、事業者のみなら
ず荷主企業・府民に対し交通事故の原因と
なる過積載運行の防止を呼び掛け、その撲
滅を図る。

政令第2号．サービスの改善及び向上に関する事業
（1）中小企業経営基盤強化対策
　▽� 「改正物流法」及び「トラック適正化二法」

の普及促進に努め、会員だけではなく荷主
企業等へも理解を求めていく。

　▽�標準的運賃を踏まえた原価計算と料金の考
え方を周知し、荷主に対する適正な価格転
嫁を後押しするため、以下の施策に取り組
む。

　　▼�会員事業者が自社の適正な原価を把握で
きるよう、原価計算に関するセミナーを
開催する。

　　▼�会員事業者が、業界の経営指標と自社の
コストを比較し、実態を把握できるよう、
公益社団法人全日本トラック協会が作成
する「経営分析報告書」を印刷、配布する。
また、経営改善のために外部の専門家に
よる経営診断を希望する事業者に対して
は、公益社団法人全日本トラック協会と
の連携の下、経営診断事業を推進する。

　▽�事業後継者等の人材育成を図るため、各支
部による「支部後継者育成等経営基盤強化
研修会」を開催するとともに、本部後継者
育成事業として、公益社団法人全日本トラ
ック協会が開催する青年部会全国大会への
参加助成を行う。

　▽�会員各社の経営者や管理者の資質向上に資
するため、中小企業大学校の受講促進に努
める。

（2）都市内物流の効率化対策
　▽�国土交通省策定の「貨物自動車運送事業分

野に係る経営力向上に関する指針」が示す
求荷求車システムの活用を促進するため、

本年度も大阪府貨物運送協同組合連合会と
の連携のもと、WebKIT事業の円滑な運営と
普及促進を図る。

（3）情報化の推進
　▽�生産性向上対策、人材不足対策の一環とし

て、中小企業の情報化に関するセミナーを
開催し、業務の効率化を推進する。

（4）引越関係講習会の開催
　▽�公益社団法人全日本トラック協会におい

て、平成26年度より開始された引越事業者
優良認定制度の資格要件の１つである引越
講習を開催することで受講を促し、同講習
会の拡充を図っていく。

政令第3号．環境の保全に関する事業
（1）自動車交通公害等環境問題対策
　▽�Nox･PMだけでなくカーボンニュートラル

に向けて、CO2の削減も目指し、排出量の
少ない環境対応車導入にかかる費用の一部
を助成し、普及促進に努める。

　▽�エコドライブに効果のあるEMS機器やアイ
ドリングストップ機器ならびに低燃費タイ
ヤの導入費用の一部を助成し、燃料消費を
抑えた効率輸送の実践ならびにカーボンニ
ュートラルの検討等のグリーンエコプロジ
ェクトを促進する。

　▽�トラックターミナル等の流通業務地区や港
湾地区およびその周辺において、路上駐車
による排気ガスやゴミの不法投棄等による
環境問題に対処するため、啓発活動を実施
する。また、路上駐車問題等の解消に向け、
大阪府警本部と駐車対策連絡会議を開催し
情報の共有に努める。

（2）環境に配慮した経営促進への助成
　▽�事業者が自主的・計画的に環境対策に取り

組むよう、グリーン経営認証取得への助成
を行う。

政令第4号．適正化に関する事業
（1）安全運行パトロール事業
　▽�貨物自動車運送事業法に基づいた適正化事

業指導員が事業所を巡回し、法違反等の排
除に向け改善指導等を行う。特に、総合評
価がD・Eの事業所に対しては重点的に巡回
指導等を行い、法令遵守の徹底を図る。ま
た、適正化事業調査員による貨物自動車運
送事業者の適正な取引を阻害する疑いのあ
る荷主・元請事業者等の違反原因行為に係
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る情報収集およびトラック・物流Gメンへの
情報提供を行うとともに、トラック・物流G
メンと連携して荷主・元請事業者への周知
ならびに協力要請を行う。

（2）輸送サービスセンター事業
　▽�輸送サービスセンターを窓口として、一般

利用者ならびに地域住民からの輸送に関す
る苦情・相談等に対処する。

（3）啓発広報対策事業
　▽�貨物自動車運送事業の輸送の安全性の向

上、良質な輸送サービスの提供に資するた
め、貨物自動車運送事業安全性評価事業（G
マーク）の推進に努める。

（4）輸送秩序確立対策事業
　▽�適正化事業実施機関の中立性・透明性を高

めるため適正化事業実施機関評議委員会の
活用を図るとともに、適正化事業を効果的
に推進するため、他の事業との調整を図り
つつ、計画に基づき貨物自動車運送事業法
第39条に定める事業を積極的に推進し、秩
序確立に資するための啓発活動を実施する。

政令第6号．�震災等災害時物資輸送体制整備に関
する事業

（1）緊急輸送訓練活動　
　▽�各支部の緊急輸送訓練の実施、ならびに行

政機関等が実施する各種訓練に積極的に参
加するとともに、業界内での緊急輸送体制
の一層の充実を図る。

（2）緊急輸送体制の整備
　▽�大規模災害発生時の緊急輸送活動等に迅速

に対応するため、関係行政機関・トラック
協会・事業者間の連絡体制の整備、強化、
緊密化を図るとともに、ラスト・ワンマイ
ル対策を兼ねた輸送訓練を実施する。

政令第8号．中央出捐金支出
（1）中央事業への出捐
　▽�全国的規模の事業を実施、推進するため、

公益社団法人全日本トラック協会へ交付金
額の23.0％を出捐する。

政令第1～ 7号．共通事業
（1）広報事業
　▽�事業用トラックによる各種輸送サービスの

向上に資するため、トラック広報等を効果
的に活用するとともに、トラック運送業界
の社会的地位の向上を図るため、「トラック

の日」行事や「児童絵画コンクール」等の
各種広報活動を積極的に活用する。また、
ドライバーの人材確保を目的とした運送事
業者合同の就職説明会を開催する。

（2）管理事業
　▽�令和8年度の交付金を効果的かつ円滑に運

用するため、各事業の実施係る適正な事務
管理を行うとともに、関係行政機関に対す
る承認申請等の諸手続きを適切に行い、交
付金事業の円滑な推進に努める。また、各
事業の推進に係る情報管理および事務処理
ならびに協会ホームページの運営等につい
て、情報システムの活用による業務の効率
化に努める。

◇令和8年度会費の額および納入方法等（案）について
1. 会費の額並びに納入方法は、次のとおり。
＜会費の構成＞
　�本支部一体化を受けて、会費は平等割・車両割・
地域割により構成する。

　①貨物自動車運送事業者
　▽平等割（1会員1ヶ月当り）4,500円
　▽車両割（1台1ヶ月当り）

　【�普通車（積載量4トン以上、けん引車を含む）
および小型車（積載量4トン未満）】

台数 普通車 小型車

30台まで 420円 210円

31台～200台まで 410円 200円

201台～500台まで 400円 190円

501台以上 390円 180円

　【被けん引車】

台数 ﾎﾟー ﾙﾄﾚｰﾗ以外 ﾎﾟー ﾙﾄﾚｰﾗ

30台まで 140円 110円

31台～200台まで 130円 100円

201台～500台まで 120円 90円

501台以上 110円 80円

　②貨物運送取扱事業者（専業者に限る）
　▽平等割（1会員1ヶ月当り）4,500円
　▽取扱専業者割（1会員1ヶ月当り）7,500円
　　＜地域割＞
　　　�地域割は、支部ごとに定められているも

のに準ずる。
≪納入方法≫
　協会発行の請求書により、四半期ごとに納入。



Apr 2026 11

2. 入会金の額並びに納入方法は、次のとおり。
≪入会金の額≫
　新規加入者１者につき50,000円
≪納入方法≫
　入会申込と同時に納入するものとする。
3. �会費請求額の修正を行う特別措置は、「会費

車両台数変更連絡票」により、所属支部あて
FAXで連絡をいただいた会員事業者に限り、
次により修正した会費請求書を発行するもの
とする。

（1）�4月～ 6月中に会費車両台数の変更があり、
７月10日までに所属支部あて連絡をいただい
た場合に限り、修正した2期分（7月分～ 9月
分）請求書を発行するものとする。

（2）�10月～12月中に会費車両台数の変更があり、
1月10日までに所属支部あて連絡をいただいた
場合に限り、修正した4期分（1月分～ 3月分）
請求書を発行するものとする。
注1. �1期分（4月分～ 6月分）請求書は、従来ど

おり、3月末現在運輸支局に登録された
実在車両数に基づき発行するものとす
る。

注2. �3期分（10月分～ 12月分）請求書は、従来
どおり、9月末現在運輸支局に登録され
た実在車両数に基づき発行するものとす
る。

◇令和8年度 各会計収支予算（案）について
◆実施事業等会計収支予算書（案）
〇�令和8年度 実施事業等（輸送の振興・安全・環境
保全事業）収支予算書（案）

≪Ⅰ事業活動収支の部≫
1．事業活動収入

①交付金収入＝593,713,000円
②（公社）全ト協助成金収入＝90,000,000円
③特定資産運用収入＝19,625,000円
④雑収入＝10,000円
▼事業活動収入計＝703,348,000円

2．事業活動支出
①�政令第1号．貨物の輸送の安全の確保に関する
事業支出＝306,479,900円

②�政令第2号．サービスの改善及び向上に関する
事業支出＝15,090,000円

③�政令第3号．環境の保全に関する事業支出
　＝61,362,000円
④�政令第4号．適正化に関する事業支出
　＝178,815,000円
⑤�政令第6号．震災等災害時物資輸送体制整備に

関する事業支出＝12,960,200円
⑥�政令第8号.中央出捐金支出＝136,553,990円 
⑦政令第1～ 7号.共通事業支出＝151,139,000円
⑧利子補給事業支出＝55,000,000円
▼事業活動支出計＝917,400,090円
▽事業活動収支差額＝-214,052,090円 

≪Ⅱ 投資等活動収支の部≫
1．投資等活動収入

①特定資産取崩収入＝1,362,133,100円
②他会計からの繰入額＝46,553,990円
▼投資等活動収入計＝1,408,687,090円

2．投資等活動支出
①特定資産取得支出＝1,200,000,000円
▼投資等活動支出計＝1,200,000,000円
▽投資等活動収支差額＝208,687,090円 

≪Ⅲ 予備費＝23,933,000円≫
▽当期収支差額＝-29,298,000円
▽前期繰越収支差額＝29,298,000円
▽次期繰越収支差額＝0円

◆令和8年度 その他会計収支予算書（案）
○�令和8年度 他1. 会員関連事業（会員厚生事業）
収支予算書（案）

≪Ⅰ 事業活動収支の部≫
1．事業活動収入

①特定資産運用収入＝540,000円
②会費収入＝521,882,000円
③入会金収入＝0円
④事業収入＝4,000,000円
⑤雑収入＝219,000円
▼事業活動収入計＝526,641,000円

2．事業活動支出
①事業費支出計＝559,452,000円
▽事業活動収支差額＝-32,811,000円 

≪Ⅱ 投資等活動収支の部≫
1．投資等活動収入

①事業運営特定資産取崩収入＝50,000,000円
▼投資等活動収入計＝50,000,000円

２．投資等活動支出
①固定資産取得支出＝2,160,000円
②他会計への繰出金支出＝46,553,990円
▼投資等活動支出計＝48,713,990円
▽投資等活動収支差額＝-1,286,010円

≪Ⅲ 予備費支出＝7,680,438円≫
▽当期収支差額＝-39,205,428円
▽前期繰越収支差額＝39,205,428円
▽次期繰越収支差額＝0円
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○�令和8年度 他1. 会員関連事業（信用保証事業）
収支予算書（案）

≪Ⅰ 事業活動収支の部≫
1．事業活動収入

特定資産運用収入＝46,000円
事業活動収入＝602,012円
雑収入＝120,000円
▼事業活動収入計＝768,012円

2．事業活動支出
①事業費支出＝14,284,000円
▼事業活動支出計＝14,284,000円
▽事業活動収支差額＝-13,515,988円

≪Ⅱ 投資等活動収支の部≫
1．投資等活動収入計=0円
2．投資等活動支出計＝0円
▽投資等活動収支差額＝0円

≪Ⅲ 予備費支出＝38,097,488円≫
▽当期収支差額＝-51,613,476円
▽前期繰越収支差額＝51,613,476円
▽次期繰越収支差額＝0円

○�令和8年度 他2. 収益事業（総合会館運営事業）
収支予算書（案）

≪Ⅰ 事業活動収支の部≫
1．事業活動収入

①特定資産運用収入＝2,150,000円
②事業収入＝103,153,000円
③雑収入＝600,000円
▼事業活動収入計＝105,903,000円

2．事業活動支出
①事業費支出＝109,444,000円
▼事業活動支出計＝109,444,000円
▽事業活動収支差額＝-3,541,000円

≪Ⅱ 投資等活動収支の部≫
1．投資等活動収入計＝0円
2．投資等活動支出計＝11,000,000円
▽投資等活動収支差額＝-11,000,000円

≪Ⅲ 予備費支出＝152,879,483円≫
▽当期収支差額＝-167,420,483円
▽前期繰越収支差額＝167,420,483円
▽次期繰越収支差額＝0円

○�令和8年度 他2. 収益事業（地区ＳＣ）収支予算書
（案）
≪Ⅰ 事業活動収支の部≫
1．事業活動収入

①事業収入＝10,528,000円
②雑収入＝10,000円

▼事業活動収入計＝10,538,000円
2．事業活動支出

①事業費支出＝11,508,000円
▼事業活動支出計＝11,508,000円
▽事業活動収支差額＝-970,000円

≪Ⅱ 投資等活動収支の部≫
1．投資等活動収入計＝2,000,000円
2．投資等活動支出計＝2,500,000円
▽投資等活動収支差額＝-500,000円

≪Ⅲ 予備費支出＝5,572,091円≫
▽当期収支差額＝-7,042,091円
▽前期繰越収支差額＝7,042,091円
▽次期繰越収支差額＝0円

〇令和8年度 法人会計収支予算書（案）
≪Ⅰ事業活動収支の部≫
1．事業活動収入

①特定資産運用収入＝2,255,000円
②会費収入＝72,265,000円
③入会金収入＝0円
④事業収入＝940,000円
⑤雑収入＝11,000円
⑥出向者受入収入＝0円
▼事業活動収入計＝75,471,000円

2．事業活動支出
①管理費支出＝117,250,000円
▼事業活動支出計＝117,250,000円
▽事業活動収支差額＝-41,779,000円

≪Ⅱ投資等活動収支の部≫
1．投資等活動収入

①特定資産取崩収入＝0円
▼投資等活動収入計＝0円

2．投資等活動支出
①特定資産取得支出＝20,000,000円
②固定資産取得支出＝1,330,000円
③他会計への繰出金支出＝0円
▼投資等活動支出計＝21,330,000円
▽投資等活動収支差額＝-21,330,000円

≪Ⅲ 予備費支出＝31,150,648円≫
▽当期収支差額＝-94,259,648円
▽前期繰越収支差額＝94,259,648円
▽次期繰越収支差額＝0円

〇令和8年度 他3. 支部収支予算書（案）（総括）
≪Ⅰ事業活動収支の部≫
1．事業活動収入

①支部活動助成金収入＝352,038,200円
②交付金事業収入＝35,801,300円
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③受託料収入＝32,229,000円
④商品売上収入＝40,5000円
⑤雑収入＝2,674,700円
▼事業活動収入計＝423,148,200円

2．事業活動支出
①事業費支出＝470,012,530円
▼事業活動支出計＝470,012,530円
▽事業活動収支差額＝-46,864,330円

≪Ⅱ投資等活動収支の部≫
1．投資等活動収入

▼投資等活動収入計＝1,090,000円
2．投資等活動支出

▼投資等活動支出計＝3,450,000円
▽投資等活動収支差額＝-2,360,000円

≪Ⅲ 予備費支出＝515,609,931円≫
▽当期収支差額＝-564,834,261円
▽前期繰越収支差額＝564,834,261円
▽次期繰越収支差額＝0円

◇�任期満了に伴う役員・委員の改選手続き（案）に
ついて
1．役員（候補者）の選考方法

　任期満了に伴う役員の選考方法、手続きに
ついては、従来の慣行を踏まえ、「役員選考
委員会」制により新役員（理事・監事）の候
補者選出を行い、定時総会において新役員を
選任、その後に開催する理事会において会長
以下を選定する。
▽定時総会
　理事･監事の選任（定款第12条）
▽理事会
　�会長・副会長・専務理事・常務理事・常任
理事の選定（定款第22条および第30条）

2．�各支部選出理事数･常任委員会委員数の配分
について
　各支部の選出理事数は、会員総数に対する
当該所属支部会員数に応じて算出し、配分す
る。また、常任委員会委員の配分については、
各常任委員会において各支部から少なくとも
1名の委員を配置するものとする。

3．役員改選の手続きについて
（1）日程
　▽役員選考委員会（3回予定）
　　令和8年3月下旬～ 6月15日
　▽定時総会／理事会
　　令和8年6月15日

第110回適正化事業実行運営委員会

＜議題＞
 （1）�令和8年度 大阪府貨物自動車運送適正化事業

実施機関 事業計画（案）について
 （2）�令和8年度 大阪府貨物自動車運送適正化事業

実施機関予算（案）について
 （3）その他

◇�令和8年度 大阪府貨物自動車運送適正化事業実
施機関 事業計画（案） 
※詳細は第245回理事会の記事をご参照下さい。

◇�令和8年度 大阪府貨物自動車運送適正化事業実
施機関 予算（案） 
○政令第4号 適正化に関する事業
　①安全運行パトロール費＝144,475,000円
　②輸送サービスセンター運営費＝23,040,000円
　③啓発広報活動費＝3,000,000円
　④輸送秩序確立対策費＝8,300,000円
　▼合計＝178,815,000円
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令和7年度 整備管理者選任「前」研修
大阪府トラック総合会館・研修センターにて、令和7年
度整備管理者選任「前」研修を開催し、会員事業者48名
が参加した。本研修は、新たに整備管理者として選任を
予定されている方を対象に、道路運送車両法施行規則第
31条の4に定める地方運輸局が行う研修である。当日は、
近畿運輸局 大阪運輸支局 検査・保安部門 担当官が講師
となり研修を実施した。

トラック前幕取付による
確定申告期間啓発活動への感謝状授与

＜西支部＞
当協会 西支部（武本琢也 支部長）は、当協会 西支部に
て西税務署からの依頼に基づく適正な納税申請啓発活動
を実施し、西税務署の福田署長ほか計4名の西税務署員
より活動に対する感謝状を受け取った。活動内容につい
ては、トラック広報3月号にて掲載している。

３月13日 ３月18日

近畿運輸局関係人事異動 －令和８年４月１日付－
（当協会関係一部抜粋）

近畿運輸局
役　　職 新　任 旧　任

近畿運輸局総務部長 大江和弘 岡本　昇

近畿運輸局自動車監査指導部長 橋本朋彦 田辺剛敏

大阪運輸支局
役　　職 新　任 旧　任

大阪運輸支局長 山本康彦 本田泰彦



大阪府からのお知らせ
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このコーナーでは、危険予知訓練（ＫＹＴ）のＫＹＴシートや事業用貨物自動車の事故事例等をご紹

介します。会員事業者各社のドライバー教育や、事故防止教育等にご活用いただきますよう、よろしくお

願い申し上げます。

各社ドライバー教育にご活用ください

問
　
題

黄信号交差点への接近
あなたは信号が黄色に変わった交差点に接近しています。交差点の向こうの歩道には下校中の子
どもたちがおり、対向車線を走行してくる車は右折の合図を出しています。この場面にはどのよ
うな危険がありますか。また、危険を避けるためにはどのような運転をすればよいでしょうか。

どのような危険がありますか？

①
②
③

どのような運転をすれば安全ですか？

①
②
③

（企画・制作（公社）全日本トラック協会）

各社ドライバー教育にご活用ください【解　説】
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解説 黄信号交差点への接近

危 険 要 因
① �交差点の信号が黄色に変わったにもかかわらず交差点を通過しようとすると、前車が停止した

場合に追突する。
② �前車が交差点を通過したので、それに続いて自車も交差点に進入すると対向右折車と衝突する。
③ �前車が交差点を通過したので、それに続いて自車も交差点に進入すると、信号が変わって横断

を始めた子どもをはねる。

安全運転の方法
① �信号が黄色に変わったとき、前車は交差点を通過するだろうと判断して自車も交差点

を通過しようと考えるのは大変危険である。黄信号の意味は、停止位置に近づいてい
て安全に停止できない場合を除いて、交差点の手前で停止するということである。信
号が黄色に変わったときは、早めに減速して交差点の手前で停止する。

② �前車が交差点に進入しても、それに追従して交差点に進入することはしない。

事故パターン

各社ドライバー教育にご活用ください【解　説】



大 貨 健 保
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NPO法人 ヘルスケアネットワーク（OCHIS）
OCHIS
お知らせ

Apr 2026 19
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自動車共済・自賠責共済はぜひ近畿共済でご契約を
近畿共済は、組合員のみなさまと一体となって事故防止に努力しています

お問い合わせ・ご連絡は当組合営業課 ０６－６９６５－２８２４



大貨特退共のページ

口数
月額
掛金

加入年数

２口

1,000円

４口

2,000円

６口

3,000円

８口

4,000円

10口

5,000円

20口

10,000円

30口

15,000円

40口

20,000円

60口

30,000円

１年

２

３

４

５

10

20

30

4,100

23,600

35,300

48,000

60,100

121,100

253,200

391,600

8,200

47,200

70,600

96,000

120,200

242,200

506,400

783,200

12,300

70,800

105,900

144,000

180,300

363,300

759,600

1,174,800

16,400

94,400

141,200

192,000

240,400

484,400

1,012,800

1,566,400

20,500

118,000

176,500

240,000

300,500

605,500

1,266,000

1,958,000

41,000

236,000

353,000

480,000

601,000

1,211,000

2,532,000

3,916,000

61,500

354,000

529,500

720,000

901,500

1,816,500

3,798,000

5,874,000

82,000

472,000

706,000

960,000

1,202,000

2,422,000

5,064,000

7,832,000

123,000

708,000

1,059,000

1,440,000

1,803,000

3,633,000

7,596,000

11,748,000

【特定退職金共済制度について】

〒536－0014 大阪市城東区鴫野西２丁目11番２号

        　　電　話　０６－６９６５－２２３０

        　　ＦＡＸ　０６－６９６５－２２３１

　住友生命保険相互会社(64.3％）[事務幹事]
　日本生命保険相互会社(31.2％）
　明治安田生命保険相互会社(4.5％）
委託保険会社に、委託割合に応じた運用を委託しております。

なお、委託保険会社および委託割合は変更されることがあります。

(上記の委託保険会社および委託割合は令和7年3月現在のものです｡)
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近畿運輸局からのお知らせ

所在不明事業者の許可取消しにあたり事業者に対して、聴聞通知を行う必要があり、
幅広く周知を行うため「聴聞の通知について」を掲載することとなりました。
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適正化事業部からのお知らせ
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２０２６年度 貨物自動車運送事業安全性評価事業
（Ｇマーク）の申請について

１．申請案内の公開（２０２６年５月上旬以降）
①更新ハガキ	 →　5月中旬から下旬頃に（公社）全日本トラック協会から郵送（予定）

②Ｗｅｂ申請	 →　�説明動画（You Tube）が５月下旬頃に（公社）全日本トラック

協会のＨＰ配信

③Ｗｅｂシステム稼働	 →　6月上旬頃

※ �上記については予定です。諸事情により、予定が変更となる場合がございます。あらか

じめご容赦ください。

２．申請方法

Ｗｅｂもしくは郵送申請のみ
・Ｗｅｂ申請（Ｗｅｂのみで完結）

◎�更新申請（申請方式 B、E 方式）は、Ｗｅｂ申請システムによる受付のみで、郵送に

よる申請は不要です。

・郵送申請（Ｗｅｂ申請システム登録後、申請書＋資料を郵送）
◎�Ｗｅｂ申請システム登録後、申請書を印刷し、「安全性に対する取組の積極性」を挙

証する資料と同封して郵送ください。新規申請、更新申請（申請方式 A、C 方式）の

場合は、「安全性に対する取組の積極性」を挙証する資料を提出する必要がございま

す。そのため、申請の際は、①第 1 号様式または第 6 号様式の申請書、②自認書（第

２号様式）、③「安全性に対する取組の積極性」を挙証する資料等をファイルに封入し、

下記の送付先へ郵送してください。

（資料を郵送する際には一般書留郵便、簡易書留郵便、レターパックプラス、信書便

等荷物追跡が可能な方法で発送してください。）

３．受付期間
２０２６年７月１日 (水 ) ～７月１４日 (火 ) （土日除く、ただし申請システムは土日も稼働）

※郵送の場合、７月１４日 (火 ) 必着

４．送付先およびお問い合わせ先
〒 536-0014　大阪府大阪市城東区鴫野西 2丁目 11 番 2号

（一社）大阪府トラック協会　適正化事業部　

電話　０６-６９６５- ４０２４　ＦＡＸ　０６-６９６５- １９０２

５．その他
※申請期間中は電話及び受付業務が大変混雑するため、申請書類のチェック、
　お問い合わせについては、６月末までにお願い致します。
７月は書類の確認を行いませんので、ご協力のほどよろしくお願い致します。



24 OSAKA TRUCKING ASSOCIATION

スタンド平均 ローリー平均 カード平均
120.55 104.61 113.74

■単純集計表

元売別 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
E N E O S 119.35 106.07 116.08
出光昭和シェル 131.87 105.85 114.75
キ グ ナ ス
コ ス モ 118.87 103.08 108.75
そ の 他 118.84 103.71 113.56

■元売別集計表

月間購入量別 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
3 0キロリットル未満 123.54 104.88 114.28
30～50キロリットル未満 114.60 104.11 109.95
50～100キロリットル未満 110.13 104.33
10 0キロリットル以上 114.55 103.48

■月間購入量別集計表

支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
30日未満 106.10 103.78 110.70
30～60日未満 120.43 104.02 114.03
60日以上 138.10 112.17

■支払期限別集計表

全ト協調べ
※消費税抜き価格です

大ト協調べ
軽油「元売別」購入価格表（1ℓ当たり） 

（2026年2月度）
※消費税抜き価格です

項目

元売別
ス　タ　ン　ド　買　い ロ　ー　リ　ー　買　い

  平均（円）   最低（円）   平均（円）   最低（円）
エ ネ オ ス 121. 1 107. 6 95. 0 67. 9
出 光 120. 7 108. 0 108. 3 101. 5
モ ー ビ ル 122. 5 115. 0 108. 7 108. 7
エ ッ ソ 102. 8 100. 0
ゼ ネ ラ ル 114. 7 112. 3 106. 0 106. 0
キ グ ナ ス
コ ス モ 122. 6 108. 4 99. 9 69. 9
そ の 他 116. 4 103. 6 100. 4 85. 0
全 　 　 　 社 （加重平均値）119. 7 （最低価格）103. 6 （加重平均値）101. 1 （最低価格）67. 9

スタンド平均 ローリー平均 カード平均
2025年10月 128.53 113.29 120.76
2025年11月 123.38 108.56 119.39
2025年12月 116.98 107.27 114.33
2026年１月 116.68 102.22 111.15
2026年２月 120.55 104.61 113.74

■軽油価格推移表

近畿地区軽油価格調査集計表（2026年2月分）



近畿の交通規制情報（規制終了が早い順に掲載しています）

軽油購入価格推移表（平均値）

その他の道路規制や
最新情報は当協会
HPや各道路会社HP
の道路規制情報をご
覧ください。

（一社）大阪府トラック協会
道路規制情報ページ

●実施中（4月16日 24時まで）	
名二環 名古屋西 JCT⇒（外回り）清洲JCT　昼夜連続通行止

●実施中（4月17日まで）
第二神明道路　明石SA⇐（下り線：姫路方面）
夜間閉鎖（毎夜22時から翌朝5時）

●実施中（4月24日 6時まで）
東名阪道 亀山 IC⇔（上下線）名古屋西 IC　昼夜連続車線規制

●5月17日 11時から15時 30分ごろまで（一部10時から18時ごろまで）
日本橋ストリートフェスタ2026　
交通規制　堺筋［恵美須入路交差点北詰～日本橋3丁目南交差点南詰］

●5月18日 0時から5月30日 6時まで
新名神 草津 JCT⇔（上下線）菰野 IC・亀山西 JCT⇐（下り線）亀山JCT
昼夜連続車線規制・夜間通行止め

●5月17日 0時から6月30日 6時まで
伊勢湾岸道 湾岸弥富 IC⇔（上下線）東海JCT
昼夜連続車線規制・夜間通行止め

●実施中（7月17日まで）
国道1号バイパス　花博記念公園口東交差点⇔（上下線）三ツ島東交差点付近
夜間通行止め（深夜22時から翌朝5時）

●実施中（7月17日まで）
第二京阪道路　第二京阪門真 IC（出入口）
夜間閉鎖（深夜22時から翌朝5時）

●実施中（7月31日まで）
神戸淡路鳴門自動車道　鳴門北 IC⇒（上り線）淡路島南 IC　終日 1車線規制中

●実施中（8月まで）
中国自動車道（一部区間）神戸JCT⇔（上下線）宝塚 IC　終日車線規制中

●実施中（令和11年８月まで）
大阪中央環状線（南行き）東荒本北交差点～西岩田2丁目東交差点
終日車線規制中

●実施中（令和12年9月下旬まで）
国道176号　十三バイパス　終日車線規制中
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適正化事業部からのお知らせ

令和８年度 整備管理者選任後研修

上半期実施予定なし 下半期開催予定➡
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令和 7年度の下半期より、オンラインによる研修が開始され、令和 8年度の実

施につきましては、実施する期間・研修資料・研修動画が全国統一されました。

これに伴い、令和 8年度の研修で使用する資料および動画の完成が下半期頃と

なる予定であるため、従来行っていた対面式およびオンラインによる整備管理者

選任後研修は、上半期での実施ができなくなり、下半期からの実施となります。

皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解ご協力を賜りますようよろしく

お願い申し上げます。

※日程は確定次第、随時ホームページに掲載する予定です。

　オンライン研修を推奨しているため、できる限りオンライン研修の受講を

　お願い申し上げます。

令和８年度
整備管理者選任後研修に関するお知らせ



お 知 ら せ
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新米トラガール　ひかりちゃん新米トラガール　ひかりちゃん
作 /たぁちゃん

連　載 ４コマ漫画
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今回の４コマはトラックとの感動の別れで感動的ですね。これだけトラックの
ことを考えているドライバーさんと一緒に仕事出来たら運送会社の経営者は
うれしいでしょうね！
今回のコラムですが、４コマのように相手を慮る気持ちを・・・ということで
４コマに関連させるために無理やりですが、従業員が労災に見舞われた際、
会社として適切な対応ができるように労災保険申請の基本についてお話させ
ていただきます。

さて、労災保険の申請について、「会社が行うもの」と誤解されているケー
スが少なくありません。
しかし、労災保険法上、給付の請求権者はあくまで労働者本人であり、申
請は「本人請求」が原則です。
会社は申請主体ではなく、あくまで必要事項の証明や資料提供を行う立場
にあります。
労災実務では、会社が書類作成を主導するケースも多く見られますが、こ
れは便宜上の対応に過ぎません。
申請内容の最終的な責任は労働者本人に帰属するため、会社が一方的に
内容を決定し申請を進めることは適切ではありません。
特に、発生状況や原因について認識の相違がある場合には、慎重な対応
が求められます。
その一方で、会社には一定の協力義務が課されています。
具体的には、事業主証明欄の記載、賃金台帳や出勤簿等の提出、災害発
生状況の説明などがこれに該当します。
これらを正当な理由なく拒否することは適切ではなく、労働基準監督署から
指導を受ける可能性もあります。
ただし、ここで重要なのは、「協力義務＝無条件の同意ではない」という点
です。
会社は事実関係に基づき証明を行う義務を負いますが、不明確な内容や事
実と異なる記載についてまで証明する義務はありません。
労災実務上は、「事実関係は確認中である」などの表現を用い、客観的事
実の範囲で対応することが重要です。
さらに留意すべき点として、労災申請は公的給付の請求であるため、虚偽の
内容で申請を行った場合には、不正受給として返還請求だけでなく、悪質
な場合には詐欺罪等の刑事責任が問われる可能性があります。
これは労働者本人だけでなく、会社が関与した場合にも問題となり得ます。
そのため、会社が申請書作成に関与する場合であっても、最終的には必ず
本人に内容を確認させ、意思確認を行ったうえで申請することが不可欠です。
「知らなかった」「会社が作った」という主張は通用しないのです。
本人確認のプロセスを経ることが、双方にとってリスク回避につながりますの
で、経営者の皆さんはきちんと内容を従業員本人に確認してもらい、同意の
エビデンスを取っておきましょう。
また、社労士へ委託し、代理申請してもらっている場合もきちんと会社とし
て従業員本人に確認してもらうフローは確立させておきましょう。
最後になりますが、労災申請は、労働者保護のための重要な制度である一
方、適正な運用が求められる分野でもあります。
会社としては、協力すべきところは適切に対応しつつ、事実に基づいた慎重
な判断を行うことが、トラブル防止の観点からも極めて重要といえるでしょう。
以上、経営者の皆さん、参考になればと思います。

社会保険労務士法人
X-Y-Z パートナークリエイト．特定社会保険労務士 戸川一秋
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区　分

年　月

一　　般　　講　　習 基 礎 講 習 特 別 講 習

開催回数 受講者数と区分 開催回数 受講者数 開催回数 受講者数運行管理者 補助者等 計
令 和 8 年 2 月 4 110 17 127 0 0 0 0

令和7年度累計 32 1,317 288 1,605 5 429 2 38

（令和８年２月末現在）◎運行管理者等指導講習業務

（令和８年２月末現在）◎適性診断業務
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○ＪＲ大阪環状線・・・・・・
　　「京橋」南出口徒歩約１０分・
　　「大阪城公園」徒歩約１０分

○ＪＲ東西線・・・・・・・・・・
　　「京橋」南出口徒歩約１０分・
　　「鴫野」徒歩約１５分

○ＪＲおおさか東線・・・・・・・
　　「鴫野」徒歩約１５分

○京阪本線・・・・・・「京橋」徒歩約１５分

○大阪メトロ長堀鶴見緑地線・・・
　　「大阪ビジネスパーク」徒歩約１０分・
　　「京橋」徒歩約２０分

○大阪メトロ今里筋線・・・・・
　　「鴫野」徒歩約１５分

増･減車区分
事　　　前　　　届　　　出

件　　　　数 台　　　　数
12月 １月 ２月 12月 １月 ２月

特別積合せ
増　　車 0 0 0 0 0 0
減　　車 0 0 0 0 0 0

一　　　般
増　　車 （6）367 （6）329 （6）487 （31）728 （31）863 （30）770
減　　車 355 472 455 581 738 750

特　　　定
増　　車 0 0 0 0 0 0
減　　車 0 0 0 0 0 0

合　　　計
増　　車 （6）367 （6）329 （6）487 （31）728 （31）863 （30）770
減　　車  355  472  455 581 738 750

（最近３カ月）
府下営業用トラック増・減車状況

※ (  　) 新規許可内数（大阪運輸支局調べ）　　　　　　　　※（　　）新規許可　タクデリ：0件（0台）

お悔やみ申し上げます

シンク㈱（大阪市都島区高倉町１ノ４ノ８＝北

大阪支部）会長 新川福男殿、３月１日死去、

77歳。葬儀は近親者のみで執り行われた。

大津急送㈱（泉大津市東助松町 １ノ12ノ14＝

泉州支部）社長 浅野進殿、３月８日死去、57

歳。葬儀は近親者のみで執り行われた。

区　分

年　月

受　　　　診　　　　者　　　　数
任　　　意 義　　　　　　務 合　　計一 般 特 別 初 任 適 齢 特定Ⅰ 特定Ⅱ

令 和 8 年 2 月 558 0 334 80 6 0 978

令和7年度累計 7,646 0 3,850 770 75 2 12,343




